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選 挙 管 理 委 員 会 告 示

○鹿児島県議会議員補欠選挙（志布志市・曽於郡区）における選挙人名簿登録の基準日

（選挙管理委員会取扱い）１

○鹿児島県議会議員補欠選挙（志布志市・曽於郡区）におけるポスター掲示場へのポス

ター掲示開始期日 （選挙管理委員会取扱い）１

鹿児島県選挙管理委員会告示第39号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３項の規定により，令和７年11月30日執行予

定の鹿児島県議会議員補欠選挙（志布志市・曽於郡区）における選挙人名簿の登録について，

被登録資格の決定の基準となる日を同月20日（ただし，年齢については同月30日）と定めた。

令和７年11月14日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 松下良成

鹿児島県選挙管理委員会告示第40号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第144条の２第10項において準用する同条第５項の規定

により，令和７年11月30日執行予定の鹿児島県議会議員補欠選挙（志布志市・曽於郡区）にお

けるポスター掲示場にポスターを掲示することができる日を同月21日からと定めた。

令和７年11月14日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 松下良成
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